
中国生乳販売農業協同組合連合会の概要 

 

１．名称 ： 指定生乳生産者団体 中国生乳販売農業協同組合連合会 

※ 農水省は、農政改革大綱に即して、酪農・乳業に係る施策の見直しを図り、平成１１年３月

に新たな酪農・乳業対策大綱を公表。 

生乳の流通対策の一環として指定生乳生産者団体の広域化の推進を図る政策方針が提唱さ

れた。（平成１２年度末迄に都府県の指定生乳生産者団体を広域化；８ブロック化） 

※ 平成３０年４月から改正畜安法（畜産経営の安定に関する法律の一部改正）の施行に伴い、

新たな指定生乳生産者団体（指定事業者）として申請し、農林水産大臣より指定を受けた

（平成３０年４月１日付け）。 

２．設立の趣旨 ： 

生乳流通の広域化、乳製品市場の国際化、経営環境の変化等に対応し、中国地区の

酪農生産者が一つになって生乳を販売する体制を作ることにより流通・組織の合理

化を図り、もって中国地域の酪農の発展に資する。 

 

３．設立までの沿革： 

（１）設立発起人会    ：   平成１２年 ８月２２日 

（２）設立準備会     ：   平成１２年 ９月２８日 

（３）定款作成委員会   ：   平成１２年 ９月２８日 

（４）創 立 総 会   ：   平成１２年１２月１４日 

（５）設立認可申請    ：   平成１２年１２月２０日 

（６）登    記    ：   平成１３年 ３月 ２日 

（７）発 足 時 期   ：   平成１３年 ３月１６日 

（８）指定団体申請    ：   平成１３年 ３月１９日 

（９）農林水産大臣の指定 ：   平成１３年 ３月３０日 

（１０）事業開始年月日   ：   平成１３年 ４月 １日 

 

４．区 域 ： 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

 

５．出資金： 

（１）総  額 ： ２１，０００，０００円（２１０口分） 

（２）１口金額 ： １００，０００円 

（３）最高口数 ： ２００口（１会員当たり上限） 

 



６．会員資格： 

（１）この会の会員は、この会の地域内に主たる事務所を有する県の区域を地区とす

る酪農に関する事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は当該地

区内に従たる事務所を有する全国の区域を地区とする酪農に関する事業を行う農

業協同組合連合会とする。 

（２）県の区域から、酪農経営を営む農民が居住しない地区並びに酪農経営を行う農

事組合法人その他酪農経営及びこれに附帯する事業のみを行う法人がその事務所

又はその経営に係る土地を有しない地区を除いた区域を地区とする農業協同組合

又は農業協同組合連合会は、前項の規程の適用については、県の区域を地域とす

る農業協同組合または農業協同組合連合会とする。 

 

（３）現在の会員：６会員（出資金合計２１０口） 

① 大山乳業農業協同組合（３６口） 

② 島根県農業協同組合（３６口） 

（平成２７年４月１日全国農業共同組合連合会 島根県本部より引き受け） 

③ おかやま酪農業協同組合（６０口） 

（平成１５年１０月１日岡山県酪農農業協同組合連合会より引き受け） 

④ 広島県酪農業協同組合（４０口） 

⑤ 山口県酪農農業協同組合（２８口） 

⑥ 防府酪農農業協同組合（１０口） 

 

（４）現在の員外：なし 

 

（５）会員・員外組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



７．役員の定数・任期及び選出方法 

（１）理事６人、監事２人 

（２）任期３年 

（３）選出方法は、選任制とし、定款附属役員選任規程による。 

 

８．事務所： 

（１）住 所 ： 岡山県岡山市北区桑田町 1番 30号 

TEL 086-236-3371 FAX 086-236-3372 

（２）職員数 ： 7名（うち常勤役員１名、出向 2名） 

（３）機構図 ：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．事 業 ： 

この会は、会員又は会員の組合員のために、次の事業を行う。 

① 会員（会員の会員及び会員を直接又は間接に構成する組合員を含む。以下本条

において同じ。）の生産する物資の運搬、加工、保管又は販売 

② 畜産経営の安定に関する法律（昭和 36 年法律第 183 号）に定める生産者補給

金及び集送乳調整金に係る業務 

③ 会員の事業に必要な共同利用施設の設置 

④ 会員又は会員の組合員の酪農業の経営及び技術の向上に関する指導 

⑤ 会員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結 

⑥ 前各号の事業に附帯する事業を行う。 

 

１０． 事業年度 ： 毎年４月１日から翌年３月３１日 

 



１１． 最近の事業実績 ： （生乳取扱金額千円未満切り捨て） 

平成１８年度（１）生乳取扱量 ： ３３２，３８７トン 

（２）生乳取扱金額： ３１，６９４，８８７千円 

平成１９年度（１）生乳取扱量 ： ３２４，４０９トン 

（２）生乳取扱金額： ３０，８６６，５２３千円 

平成２０年度（１）生乳取扱量 ： ３１６，６４２トン 

（２）生乳取扱金額： ３１，２３５，６８５千円 

平成２１年度（１）生乳取扱量 ： ３０８，１５１トン 

（２）生乳取扱金額： ３２，７５６，６１３千円 

平成２２年度（１）生乳取扱量 ： ２９６，３２４トン 

（２）生乳取扱金額： ３１，２７３，１０５千円 

平成２３年度（１）生乳取扱量 ： ２９１，６２８トン 

（２）生乳取扱金額： ３０，８６４，８５７千円 

平成２４年度（１）生乳取扱量 ： ２９５，１８７トン 

（２）生乳取扱金額： ３１，２８１，９８８千円 

平成２５年度（１）生乳取扱量 ： ２８８，１９７トン 

（２）生乳取扱金額： ３１，０３６，７３８千円 

平成２６年度（１）生乳取扱量 ： ２７７，４０４トン 

（２）生乳取扱金額： ３０，５０５，５２６千円 

平成２７年度（１）生乳取扱量 ： ２７６，８９９トン 

（２）生乳取扱金額： ３１，２５０，８８９千円 

平成２８年度（１）生乳取扱量 ： ２７５，６１５トン 

（２）生乳取扱金額： ３１，１３５，４６０千円 

平成２９年度（１）生乳取扱量 ： ２７０，５１５トン 

（２）生乳取扱金額： ３０，６７０，０１５千円 

平成３０年度（１）生乳取扱量 ： ２７４，３５０トン 

（２）生乳取扱金額： ３１，０８８，１８５千円 

令和元年度 （１）生乳取扱量 ： ２７７，０７７トン 

（２）生乳取扱金額： ３４，８４８，３３７千円 

令和２年度 （１）生乳取扱量 ： ２９２，８３８トン 

（２）生乳取扱金額： ３７，１５０，２０５千円 

令和３年度 （１）生乳取扱量 ： ２９５，５５７トン 

（２）生乳取扱金額： ３７，４６３，４５０千円 

 

※平成２２年度より全生乳共販体制に移行（乳価プール、販売経費の平準化） 

 

 

１２． 主要取引銀行 ： 広島県信用農業協同組合連合会 


